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第２０回議会運営委員会記録 

【開催日】  平成３０年８月２８日（火）  

【開催場所】 第１委員会室 

【開会・散会時間】 午後１時３０分～午後２時４０分 

【出席委員】 

委  員  長 大 井 淳一朗 副 委 員 長 笹 木 慶 之 

委 員 奥   良 秀 委 員 河 野 朋 子 

委 員 髙 松 秀 樹   

【欠席委員】 なし 

【委員外議員等】 

議     長 小 野   泰 副  議  長 矢 田 松 夫 

委 員 外 議 員 吉 永 美 子   

【執行部出席者】 

総務部長 芳 司 修 重 大学推進室長 大 谷 剛 士 

大学推進室副室長 榎 坂 昌 歳 教育部長 尾 山 邦 彦 

社会教育課長 河 上 雄 治   

【事務局出席者】 

事務局長 中 村   聡 事務局次長 石 田   隆 

主査兼庶務調査係長 島 津 克 則 議事係長 中 村 潤之介 

議事係主任 原 川 寛 子   

 

【付議事項】 

１ 平成３０年第３回（９月）定例会に関する事項について 

(1) 後送議案について 

(2) 追加議案について 

(3) 会期案について 

(4) 人事案件について 

(5) 所管事務調査報告について 

(6) 議事日程案について 

(7) 陳情・要望書等の取扱いについて 
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(8) 「厚生年金への地方議会議員の加入を求める意見書の提出について」の

取扱いについて 

 (9) 議会運営についての要望書 

 (10) あいサポート団体認定申請に関する要望書 

２ その他 

(1) 議員連絡会の開催日 

【議事の概要】 

１ 平成３０年第３回（９月）定例会に関する事項について 

(1) 後送議案について 

・執行部から「山口東京理科大学薬学部増築工事（Ｃ棟建築主体工事）請負

契約の一部変更についてと山口東京理科大学薬学部増築工事（Ｃ棟空気調

和設備工事）請負契約の一部変更については、仮契約が８月２９日の予定

で、議案配布は３０日を予定している。議会中の途中議決もお願いしたい」

との説明があった。詳細は別添資料のとおり。 

・髙松秀樹委員から「どの辺りでの議決をお願いしたいのか」との質問があ

った。 

・執行部から「９月中旬辺りぐらいまでで議決をしていただきたい」との発

言があった。 

・大井淳一朗委員長から「なぜ途中議決が必要なのか理由を教えてほしい」

との発言があった。 

・執行部から「動物実験施設ということで、工事が完成してからこの建物の

気密性という特質から、全部の工事が終わった後に空気の調整の検査期間

が約３週間程度必要で、その後また消毒で３週間から４週間必要となり、

工事が終わってからの作業が１か月半から２か月必要となるため、４月の

１日から実際に使用するとなれば、１月末の完成がぎりぎりの線であるた

めである」との発言があった。 

・奥良秀委員から「もともと、このＣ棟は工期延伸で今年の１１月末で完工

だったが、なぜ、また空調設備が追加になるのか」との発言があった。 

・執行部から「入札の不調が続き、今年の２月に入札を行い３月に業者が決

定し契約を締結した。それから、この業者の下で施工図等の作業を進めて、
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建築主体工事と電気主体工事、設備工事と関係の各種工種の業者との調整

をする中で、この実際の設計図では対応できなかったものが出てきたり、

数量等が不足したものが出てきたため、他の工種にも影響を与えるような

ものが出てしまい、その影響を受けてどうしても工期がもう少し必要にな

った。一番この施設の重要な部分となる空気調和設備工事の業者が決定し

たことにより、実際調整していくといろいろ設計の問題や不足が分かった

ので、その対応のため工期の延長が必要になった」との発言があった。 

・奥良秀委員から「もともと、設計図書の不備があったのか」との質問があ

った。 

・執行部から「設計で不備があった」との発言があった。 

・奥良秀委員「もうないか」との質問があった。 

・執行部から「今後変更の工事はないと思っている」との発言があった。 

・大井淳一朗委員長から「この延伸によってペナルティーがあるのか」との

質問があった。 

・執行部から「施工業者の責によるものではないので、ペナルティーは考え

ていない。責任の在り方等については、工事はまだ終わっていないが、賠

償も含めて検討していこうと考えている」との発言があった。 

・大井淳一朗委員長「途中議決は、９月１１日に山口東京理科大学調査特別

委員会で慎重審査され議決された場合は、それも考慮し、一般質問との日

程調整の中に入れていく」との発言があった。 

(2) 追加議案について 

・執行部から「東下津地区の内水対策施設整備工事の請負契約、埴生地区の

複合施設整備事業の請負契約の２議案について、議案配布は９月２５日を

予定している」との説明があった。詳細は別添資料のとおり。 

・大井淳一朗委員長から「９月２６日に追加上程が考えられるが、会期案の

ところで協議していく」との発言があった。 

(3) 会期案について 

・８月３１日（金）から９月２８日（金）までの２９日間に決定した。 

(4) 人事案件について 

・申し合わせどおり行うことを了承した。 
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(5) 所管事務調査報告について 

民生福祉常任委員会と産業建設常任委員会の所管事務調査報告を９月定例

会初日の８月３１日に行うことを了承した。 

(6) 議事日程案について 

・事務局から議事日程案を説明した。詳細は別添資料のとおり。 

・大井淳一朗委員長から「後送議案である理科大の変更契約の議決を１８日

として、一般質問の人数を１４日４人、１８日３人、１９日と２０日を４

人ずつとする。追加議案については、２６日に追加上程をまず行って、本

会議終了後に一般会計予算決算常任委員会を開催し、午後から総務文教常

任委員会と産業建設常任委員会を同時開催する」との発言があり、了承し

た。 

(7) 陳情・要望書等の取扱いについて 

・「生涯現役社会」を実現するシルバー人材センターの決意と支援の要望 

    （産業建設） 

(8) 「厚生年金への地方議会議員の加入を求める意見書の提出について」の

取扱いについて 

・大井淳一朗委員長から「会派に持ち帰っていただき、私から無所属議員に

も御意見を求めるので、その上で、議会としての取扱いについて決めたい」

との発言があり、了承した。 

 (9) 議会運営についての要望書。詳細は別添資料のとおり。 

 ・髙松秀樹委員から「本会議場のＩＣＴ化は、一定の調査・研究・協議が必

要だと思うので、今後速やかに取り組んでほしい。一般質問方式の変更に

ついては、現在の一般質問は対外的には一問一答方式と言っているが、現

実には一括質問一括答弁に近い形になっていて、非常に緊張感がなく、市

民に分かりにくいことから、完全一問一答方式に変更してほしいという要

望である」との発言があった。 

 ・大井淳一朗委員長から「宇部市議会との意見交換の中でも話があったが、 

１、そして(1)、(2)、(3)とあるが、まず、(1)を質問して(2)について質問

して(3)について質問してという意味か」との質問があった。 
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・髙松秀樹委員から「小項目でも一つずつ質問していくというやり方を是非

取ってほしい」との発言があった。 

・笹木慶之副委員長から「質問内容によっては、一つぐらいは付随するよう

なことが出てくることがある。その場合には、質問者から(1)と(2)を併せ

て両面から聞かないといけないことがあるので、臨機応変に運用していく

こともあるんじゃないか」との発言があった。 

・河野朋子委員から「小項目ごとに区切ると、質問の組立てによっては質問

をしにくくなる場合が出てくると思う。ルールを作るにしても、その辺の

余地を残しておかないと」との発言があった。 

・髙松秀樹委員から「１２月議会の定例会の一般質問に向けて、議運で協議 

していただきたい」との発言があった。 

・大井淳一朗委員長から「一般質問方式は、１２月に議会に向けて実現でき 

るものは実現していきたい。議場のＩＣＴ化も含め、先進市を調査してい 

きたい」との発言があり、了承した。 

 (10) あいサポート団体認定申請に関する要望書。詳細は別添資料のとおり。 

 ・吉永美子委員外議員から要望書の説明があった。 

 ・髙松秀樹委員から「具体的にはどういうことをするのか」との質問があっ

た。 

・吉永美子委員外議員から「障がいについて理解すること。ちょっとした手

助け配慮をすること。あいサポートバッジを付けて声を掛けやすくするこ

と。あいサポート運動の精神を広めていくこと。現実にこの山陽小野田市

議会があいサポート団体としてなった場合には、この四つの実践をする中

で、チラシ等をもらったら、それを企業や団体等に置いてもらったりして、

あいサポート運動の精神を広めていくといった手助けをしていくことにな

る」との発言があった。 

・笹木慶之副委員長から「県が進めているのに県議会が全然動いてないとい

うことと、議長会等でこういう話が出たのか。県下の議会の動きが少し分

からない」との発言があった。 

 ・吉永美子委員外議員から「なぜしないのかは分からない。逆に言うと、山

陽小野田市議会はそういった障がい者の皆さんに対して配慮をする、そし
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て心を寄せていく議会であるということを示していく。そういった先駆な

活動することによって、ほかの市議会にも呼び掛けになると思う」との発

言があった。 

・小野泰議長から「議長会においては、そういった話は出ていない」との発

言があった。 

・大井淳一朗委員長から「会派に持ち帰っていただいて、要望書の取扱いに

ついて議論していただきたい」との発言があり、了承した。 

２ その他 

(1) 議員連絡会の開催日 

・８月３１日、午前９時１５分から議運決定事項の報告を行うこととした。 

 

平成３０年（２０１８年）８月２８日 

 

議会運営委員長  大 井 淳一朗   


